
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第４１号 

事故等種類 漁具損傷 

発生日時 平成２２年１月３１日 ２２時４０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖 犬吠埼灯台から真方位１３２°１９海里付

近（概位 北緯３５°３０.０′ 東経１４１°０９.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 漁船 第七大濵
おおはま

丸、８０トン 

   １２８８９２、個人所有 

Ｂ 漁船 第十八開運
かいうん

丸、８０トン 

   １３７２２６、有限会社阿波屋漁業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網切断 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか２１人が乗り組み、犬吠埼南東方沖において、魚群

探索しながらＢ船船尾方の近くを微速力で西進中、Ｂ船は、船長Ｂほか２

４人が乗り組み、まき網漁業船団の網船として操業中、平成２２年１月３

１日２２時４０分ごろ、Ａ船がＢ船の巻き網を切断した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波浪が少しあった、潮流 約０.１ノットの北東流 

その他の事項 Ｂ船は、まき網を展張したばかりであった。 

あり 分析 乗組員等の関与 

あり 船体・機関等の関与 

不明 気象・海象の関与 

 Ａ船は、犬吠埼南東方沖において、魚群探索し

ながら西進中、漁ろうに従事中のＢ船船尾方に接

近して通過したため、Ｂ船の巻き網の上を航行し

て同網を切断した可能性があると考えられる。 

判明した事項の解析 

 Ｂ船は、船尾方の近くを通過する態勢のＡ船に

対し、注意喚起を行っていれば、本事故の発生を

回避できた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、犬吠埼南東方沖において、Ａ船が魚群探索しながら西

進中、Ｂ船が漁ろうに従事中、Ａ船が、Ｂ船の船尾方に接近して通過した

ため、Ｂ船の巻き網の上を航行して同網を切断したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

 

 




